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第５回 長野県観光振興財源検討部会 議事録 

 

日 時：令和 6年(2024年)3月 13日(水)  14:00～16:00 

場 所：県庁議会増 404・405 会議室 

※ｗｅｂ会議システムを併用 

出席者：委員  金澤武彦 

  委員  金子ゆかり 

  委員  小林史成 

  部会長 神野直彦 

  委員  峯村勝盛 

  委員  森晃 

  委員  矢ケ崎紀子 

  委員  山田雄一 

事務局：観光部長 金井伸樹 

  山岳高原観光課長 小林伸行 

  税務課長 降籏 淳 

１ 開会 

＜小林課長＞ 

定刻となりましたので、ただいまから第５回長野県観光振興財源検討部会を開会い

たします。 

本日、金子委員、矢ケ崎委員はオンラインでの参加です。金子委員と小林委員は遅

れて御参加されるとの御連絡をいただいております。 

会議に先立ち、何点か御案内を申し上げます。 

本日の会議はオンラインとの併用開催ですので、御発言の際には、最初にお名前を

おっしゃっていただき、会場の委員の方はマイクに向かって大きな声で御発言くださ

るようお願いいたします。 

また、部会は公開で行い、資料と議事録は後日県ホームページに掲載いたしますの

で、予め御承知ください。 

それでは、開会に先立ち、金井観光部長からあいさつがございます。金井部長、よ

ろしくお願いします。 

 

＜金井部長＞ 

皆様こんにちは。皆様方には年度末の大変お忙しいところ、御参加いただきまして

誠にありがとうございます。 

前回１月の部会では、中間とりまとめを御議論いただきまして、その後中間とりま
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とめとしてパブリックコメントを１月 25 日から２月 25 日まで行ったところでござい

ます。 

本日パブリックコメントでいただいた御意見等、御議論いただきまして、本日は検

討部会の最終回ということで今度観光審議会の方へ提出する最終案をお取りまとめい

ただきたいと思っております。 

詳細に関しましては、この後課長から申し上げますけれども、忌憚の無い御意見を

いただけますようよろしくお願いします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜小林課長＞ 

それでは会議事項に入ります。 

以降の進行は、審議会組織運営要綱第３条第４項の規定により、神野部会長にお願

いすることといたします。 

よろしくお願いします。 

 

２ 会議事項 

（1）「長野県観光振興財源検討部会中間とりまとめ（報告書案）」に対する 

パブリックコメントの結果について 

（2）「長野県観光振興財源検討部会報告書（案）」について 

＜神野部会長＞ 

部会長の神野でございます。委員の皆様方には、先ほどもお話ございましたが、年

度末の大変お忙しいところを万勝お繰り合わせて御参集、御参加くださいますことを

深く感謝を申し上げる次第でございます。 

 早速でございますが議事の方へ入らせていただきたいと思います。お手元の議事次

第を御覧いただければと思いますが、本日は二つの議題を準備してございます。 

 長野県観光振興財源検討部会中間とりまとめに対するパブリックコメントの結果に

ついて、それから長野県観光振興財源検討部会の報告書（案）について御議論いただ

きますが、一括して御説明していただいて、一括して委員の皆様から御議論頂戴した

いと考えています。では宜しくお願いします。 

 

＜小林課長＞ 

事務局の山岳高原課長小林でございます。よろしくお願いします。 

会議事項の（１）と（２）について、資料１、２、３と参考資料により、一括して

御説明します。 

最初に、資料１をお願いします。長野県観光振興財源検討部会「中間とりまとめ」

（報告書案）に対するパブリックコメントの結果です。 

１ページをお願いします。「中間とりまとめ」に対するパブリックコメントですが、

前回の第４回検討部会終了後、１月 25 日から２月 25 日までの１か月間実施、合計で

37 者、内訳は、宿泊・旅行・交通等の事業者が 11 者、個人が７者、観光協会や商工

団体等の団体が 19 者ですが、この計 37 者の皆様から、内容にすると 135 件の御意見
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を頂戴しました。いただいた御意見を、事務局において 10 の項目に分類、整理する

とともに、それぞれ、「検討部会としての考え方」を記載させていただきました。な

お、検討部会として「中間とりまとめ」の範囲でお答えできるものは、それぞれ回答

していますが、今後、更なる検討が必要であり、県の制度設計に委ねられる内容につ

いては、基本的には「県に伝えます」旨の回答としています。 

最初に「１財源検討の必要性」ですが、観光振興のための財源を検討することの必

要性、また、制度導入にあたっての条件等に関する御意見です。観光振興財源自体の

必要性に加え、市町村ではなく県が取り組むことに関しても御意見を頂戴しました。

「検討部会の考え方」としては、各市町村の自主的な取組を否定するものではない旨、

記載しております。また、撤廃された「特別地方消費税」とは、明らかに違うもので

あることが必要との御意見も頂戴しました。なお、この点については、先般、長野県

旅館ホテル組合会からも、知事に対し同趣旨の御要望をいただいたところです。 

２ページと３ページは、「観光振興財源の使途」に関する御意見です。様々な御意

見を頂戴していますが、御意見の内容は、おおむね、「中間とりまとめ」で想定して

いる「観光施策例」に含まれていると考えております。 

４ページをお願いします。「３市町村への配分」です。市町村への支援に関する御

意見になります。市町村への支援をより厚く、交付金等、地域の自主性を活かせる形

で交付すべきとの御意見がある一方、県として広域的でかつ面的な観光振興を進める

ため、市町村の枠を超えた広域的な支援を中心に考えるべき との御意見を頂戴して

います。「検討部会の考え方」としては、「市町村等と丁寧な議論を進めることを県に

求める」旨、記載しています。なお、市町村への支援に関しては、県市長会・町村会

からも「市町村が地域の実情を踏まえ効果的に活用できるよう交付金をはじめとした

柔軟な制度設計を検討する」よう、知事に対し御要望をいただいたところです。 

続いて「４財源確保の手法」です。新たな観光振興財源として観光客から負担を求

める場合、宿泊行為に対する課税にとどまらず、その他の手法も検討すべきとの御意

見を頂戴しました。「検討部会の考え方」としては、「中間とりまとめ」に記載のとお

り、「更なる財源確保の必要が生じる場合は、入山や入域等を含めた対象・手法によ

る財源確保策についても検討すべき」旨、記載しています。 

５ページをお願いします。「５徴収方法」です。主に、特別徴収に関する御意見、

特別徴収義務者として想定する宿泊事業者の事務負担に関する御意見になります。

「検討部会の考え方」としては、「中間とりまとめ」においても「税の使途として、

特別徴収義務者への事務交付金を想定していること、今後の県の制度設計において、

特別徴収義務者の負担軽減や納税者への制度周知・理解のための取組について検討を

求める」旨、記載しております。 

６ページをお願いします。「６税率」です。定額制・定率制に関する御意見ですが、

定額・定率双方の御意見を頂戴しています。「検討部会において、どちらか一方に絞

って報告すべき」との御意見もいただいていますが、「検討部会の考え方」としては、

パブリックコメントにおいても双方の御意見が寄せられていることから「制度の決定

は県に委ねる」旨、記載しています。 

続いて「７課税免除」です。主に、学習旅行に対する課税免除を求める御意見を頂
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戴しています。「中間とりまとめ」では、「学習旅行等への課税免除は行わず、助成制

度などの負担軽減策を別途県において検討」としていますが、「検討部会の考え方」

としては、「課税免除に伴い発生する特別徴収義務者の事務の増加等も考慮の上、適

当な方法を県において考えていただく」旨、記載しております。 

７ページをお願いします。「８免税点」です。免税点については、設定の是非、双

方の御意見を頂戴しています。「検討部会の考え方」としては、「中間とりまとめ」の

とおり、「県の検討に委ねる」旨、記載しております。 

続いて「９独自課税市町村との調整」です。現在、県内の市町村でも、観光振興財

源について、独自に課税を検討している自治体が複数あります。例えば、阿智村と白

馬村では、有識者による委員会が設置され、具体的な検討が進められております。ま

た、複数の自治体の長が、今後、独自課税を検討していくことを表明しています。本

日、参考資料として、先般、とりまとめられた「阿智村宿泊税に関する調査検討委員

会報告書の概要版」を用意しております。阿智村の検討委員会では、観光振興財源と

して「宿泊税が適当」であるとし、裏面のとおり、税率は、１人１泊、宿泊料金が２

万円未満は 200 円、２万円以上は 500 円としています。また、「長野県が税制度を導

入する場合、二重課税による宿泊者及び宿泊事業者への負担を考慮し、福岡県と福岡

市の事例と同様となるよう、長野県と協議することが望ましい」としております。 

こうした市町村における検討状況も鑑み、「検討部会の考え方」としては、「独自課税

を検討する市町村があることを踏まえ、県に対し、制度の在り方に加え、市長村との

調整の考え方についても、できる限り速やかに示すよう求める」旨、記載しておりま

す。 

８ページをお願いします。「10 その他」です。長野県広域から市町村の枠を超えて

小規模宿泊事業者の声を寄せられる場をつくっていただきたい、地域ごとに現場の生

の声を聞いていただきたい等、丁寧な説明を求める御意見を頂戴しました。「検討部

会の考え方」としては、「県の制度設計・実施に当たっては、県民の皆様の御意見を

聴取する機会を設けるなど県に求める」旨、記載しております。 

 

続いて、パブリックコメントを踏まえた、資料３「長野県観光振興財源検討部会報

告書（案）」の変更点について、御説明します。 

最初に、報告書案の１ページをお願いします。「はじめに」として、本検討部会の

目的等について記載しました。次に、最後のページ、31 ページをお願いします。「終

わりに」として、本検討部会としてのまとめを記載させていただきました。県への申

し送り事項として「今後は、観光振興審議会の答申を経て、長野県において税の詳細

な制度設計を進めていただくことになるが、その際には、納税される宿泊者をはじめ、

特別徴収義務者となる宿泊事業者、そして何より県民の皆様から、税制度導入の趣旨、

使途、制度、そしてこの税によって生み出される行政サービスの効果について、十分

な納得を得られるように、検討の中で寄せられた意見を十分に考慮しながら、丁寧な

説明を尽くしていただくよう望む」旨、記載させていただきました。 

次に、パブリックコメントを踏まえた変更点、事務局において加筆させていただい

た部分を御説明します。18 ページをお願いします。「市町村との調整」について、阿



5 

 

智村等で独自課税の検討が進められていることを踏まえ、「市町村が県と同趣旨の財

源を導入する場合は、制度が複雑化し、旅行者の納税の負担感や事業者の事務負担の

増大が懸念されることから、県の税率を一定程度引き下げ、市町村の課税余地を増や

す等の調整を検討する必要がある。また、今後、新たに検討に着手する市町村も想定

されることから、前述の市町村との役割分担を踏まえつつ県の考え方を速やかに提示

し、丁寧な調整を行う必要がある」旨、記載しました。 

続いて、26 ページをお願いします。（２）徴収方法及び特別徴収義務者について、

「特別徴収義務者の事務負担の軽減には十分な配慮が必要である」旨、加えさせてい

ただきました。 

29 ページをお願いします（５）課税免除について、「特に、学習旅行については、

学校行事の一環であることや、他自治体の事例も踏まえ、課税免除の設定又は助成金

制度などの負担軽減策を検討していただきたい」旨、加えさせていただきました。 

 

最後に、資料２をお願いします。「報告書の概要版」ですが、報告書の変更箇所を、

概要版にも反映させていただきました。課税免除、留意事項について、報告書の記載

に合わせ修正しています。 

事務局からの説明は以上です。 

 

＜神野部会長＞ 

 ありがとうございました。 

 的確に御説明していただきましたけれども、長野県観光振興財源検討部会のほうに

御報告申し上げるということにさせていただければと思っておりますので、事務局か

ら御説明があった最終版の案、パブリックコメントを踏まえながら３点ばかり大きく

これまで御了解いただいていた報告書（案）に修正を加えおります。 

 １つ目は、18 ページ市町村との課税調整を行うことを明記した。 

 もう１つは 26 ページで、直接消費税としてデザインしていますので、特別徴収義

務者の方々に徴収をお願いするわけですけれども、それについての事務負担に触れて

いる。 

 それから 29 ページはここの委員会でも御議論ございましたけれども課税免除に関

する記載つきまして、少し変更をさせていただいている３点でございます。 

 この内容の趣旨を明らかにするために「はじめに」「おわりに」を付け加えて構成

しているところです。 

それでは最終案につきまして委員の皆様から御意見を頂戴したいので、山田委員か

らお願いしたいと思います。 

 

＜山田委員＞ 

山田です。事務局の皆様に資料まとめていただいてありがとうございます。 

パブリックコメントの内容を、私も色々なところで宿泊税の絡みをやっていますけ

れど、おおむね他の地域でも出てくるような意見、質問等ということだと思っていま

す。 
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それに対する検討部会の考えたことについても、今までの議論の中身を汲んだ形で

検討部会としての考え方の案ということはまとめられていますので、私個人としては

特にそれぞれについて違和感はございません。よくまとまっていると思っているとこ

ろです。 

その上で、これはパブリックコメントの中にもありますけれども、検討部会の中で

考えたもので結論まで至っていない。色々な方向感があるというところは、最終的に

県の方で引き取って制度設計をする中でそこを判断していくとなって来ると思います

けれども、検討のプロセスと言ったところは審議会なりが担っていくと思うのですけ

れども検討する方たち、いわば検討部会の我々は結構この議論の経緯を聞いてきてい

るので、その背景、それが何を共感的な事を含めて理解していますけれども、最終的

に制度設計をするメンバーの人達にもそこの辺を、しっかり何故こういうことになっ

ているのかということについて共有頂けるとよろしいかと思っています。 

  

 

＜神野部会長＞ 

ありがとうございました。的確な御指摘ありがとうございました。 

それでは引き続いて矢ケ崎委員聞こえますか。 

 

＜矢ケ崎委員＞ 

聞こえております。私の音声大丈夫ですか。すみません PC の状況が悪く途中から

の説明を拝聴しておりますけれども、事前に資料読んでおりますのでコメントさせて

いただきます。 

私もこの度まとめていただいている案については非常にわかりやすく出来て良く練

られていると思います。 

特に市町村との関係については丁寧な御配慮もあるという事でありますので、スタ

ートラインとしてはこれでまずやっていくと思っております。 

なかなか市町村も県については、これが的確な調整のやり方であるという正解があ

る訳ではないと思いますので、よく考えてやっていただくということで安心をしてお

ります。 

 内容的に付け加えるところはないのですけれども、一度この規格での制度が出来た

後に、どのくらい経過して見直しを掛けるのかということについても、この報告書の

中でなくても結構かと思いますけれども想定をされておくとよいかと。 

 ちょうど京都市の宿泊税が５年経過で見直しのタイミングになって来ると承知して

おりますけれども、その間に色々な状況も変わってきておりますので、そうした事も

予定されると良いと思っております。 

またこういった税に関しましては、関係者はどうしても興味関心がありますから情

報取りますが、県民の皆様方にもしっかりお伝えするという事にも心砕いていただけ

ると良いと思った次第です。以上です。ありがとうございます。 

 

＜神野部会長＞ 
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矢ケ崎委員すみません。課税期間については今のところ、この案では最初３年、そ

の後５年にする案で提示しているのですが、それに何か付け加えるということでよろ

しいですか。 

 

＜矢ケ崎委員＞ 

それで結構です。見直しということもしっかり入っておりますので良いと思います。 

 

＜神野部会長＞ 

すみませんありがとうございます。 

 

＜矢ケ崎委員＞ 

すみません言葉が足らず失礼いたしました 

 

＜神野部会長＞ 

すみません、それでは森委員お願いできますか。 

 

＜森委員＞ 

御苦労様です。長野県の旅館ホテル組合会から来ておりますので徴収義務者の声は

比較的よく入って来るかと思っています。 

今のところ反対する方も多くいらっしゃいます。この中で色々と反対に対する方へ

の配慮もされておりますので、我々の方としても細かく説明をしながら進めて行きた

いと思いますけれども、やはり観光地がしっかりと自主性と独立性を持って、こうい

ったものを使えるような制度になっていかないと必ず反対の声は上がって来ると思っ

ております。 

 全国の旅館組合の方では、同様にこうした問題を議論する委員会がありまして、勉

強会をやらせていただいていたり、色々と既に導入しているところ。それからこれか

ら導入するところ、検討しているところの皆様ともお話をしますけれども、誰一人今

のやり方に納得している方はいらっしゃいません。 

 どうしても、どうやって使われているか分からない。全く我々と関係ないところで

全部決まっていく。県の色々な各地の色々な観光の仕事をされている方でもなかなか

伝わってこない。聞ける場所にいないということが多く聞かれております。 

 これはこのまま全国各地で今の制度のまま、どんどん広がっていくと何処かで徴取

義務者の皆さんから多くの反対の声が、どんどん強くなっていくと思っています。 

 長野県から是非、世界基準の観光税、宿泊税の使い方や、また役立て方というもの

を発信できるような形で、何とか今までとは違う形でこの先進んでいければいいと思

っています。 

 今回の色々なところでは、観光税が「必要か」「必要じゃないか」、それから、「ど

うやって取っていくのかというところは、しっかり議論されたと思いますけれども、

報告書の 15 ページ位からある「使い方に関しては十分な議論が尽くされている」と

は全く思っていません。これからの大事な議論だと思っています。 
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 この徴収されるものが、この観光地が成長して行く。地域の観光が育っていく大き

なベースになっていかないと意味がないものだと思っていますのでよろしくお願いし

ます。以上です。 

 

＜神野部会長＞ 

 どうもありがとうございました。では峯村委員からお願いできますか。ありがとう

ございます 

 

＜峯村委員＞ 

私もこの報告書の案は基本的には疑問はございません。 

ただし、18ページの「市町村との調整」というこの辺については市町村が独自にそ

うした制度を導入した場合に、県税的な県としては全額を調整しなければならないと

いう、この根本的な問題に触れてくる問題で、使途を何のために使うか、その使途で

自ずと県のやりたいこと市町村がやりたい事で、「総額でこのくらいの費用が欲しい」

と言う。そこに大きく影響してくる徴収の税額になってきますと、何か中途半端な金

額でどうなってしまうのだろう。もちろん調整は必要ですけれども、では、そうした

独自な税を設定しない市町村も長野県、何市町村もあると思うのですが、独自に設定

したところは独自分については御自分で自由に使わしてもらう。そうではないところ

は県税として収入になった時の後、どういう使途に配分になると言うようなバランス

の調整と、この問題は県で何とか上手く制度設計に盛り込んでも折において丁寧に説

明して欲しので、県の立場になると大変な事務を任せられているような気がして、い

ったいどうやって、やっていくのかと現実的には思いますけれど、今の表現としては

これが精一杯の表現と言う感じは致します。 

 

＜神野部会長＞ 

ありがとうございます。 

それでは金澤委員お願いします。 

 

＜金澤委員＞ 

金澤です。宜しくお願いします。これについての意見はこれまでこの席で議論させ

ていただいていますので、特に事務局の良いところでしっかりやられたので、何も言

うところはないと思うのですが、逆に最後の発言、金子委員いらっしゃると思うので

すけれども、先に発言された皆さんの意見は、やはり各論というか将来の中で心配な

ところはいっぱいあるというところは、今日の報告書では無い先の話で御意見であっ

て、それはその通りだと思いますので、そこを県にある程度委ねられる報告書のとり

まとめになっていますから、しっかりとやっていただければと思います。 

それ以外は本当にそれぞれの意見をメモしましたので、皆その通りだという意見な

ので重複するので申し上げませんが、気持ち的には他の委員の方と一緒ですし今後の

方向性に関しても異論のないというところも全く同じという事です。 
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＜神野部会長＞ 

ありがとうございます。 

今までの御意見に関して特に大きな御指摘はいただいていないのですけれども、た

だ森委員が御心配されている使い方については、この間もお話ししました全国的にも

問題になっていて、目的税にしているけれど特別会計的にきちっとどう使われたかと

は明らかになっていないので、決算上いくら徴収がありましたという報告はあるけれ

ど、それが使途別に、このように使われたということが私の知る限りでは明示されて

いないので、かなり不安が出ていることは間違いありません。 

これは、ここだけ別に特別会計で管理すれば分かりやすくなりますけれども、都市

計画税でさえ特別会計にして開示するのは少ないので、そこは課題と思いますので、

これは執行面で県の方にこれが実現した暁には、どの様な形態にしろ目的税に設定し

た限りは、きちんとどの様な使い方をしているのか、できるだけ明示するとお願いを

するしかないという事かと思います。 

 

＜森委員＞ 

使い方をしっかりと皆にわかるようになっているというだけでは不十分で、「どう

やって使うか」というところにしっかりと地域の観光の人達がしっかり絡んでいると

いう状況ではないと、いつまでたっても同じ話が出てくるに違いないです。 

 

＜神野部会長＞ 

それはいずれにせよ執行面の話になりますから。 

 

＜森委員＞ 

そういった議論もこの会では今一つ進んでいないように思いますので、引き続きそ

ういったものはしっかりやっていかないと、必ず反対の声が大きくなっていくと思っ

ています。 

 

＜神野部会長＞ 

それが一つと、あと峯村委員からお話にありました、これも全国的にも問題がある

点で、基本的には基礎自治体、区市町村と、都道府県間の、日本の場合には明確に事

務区分がされている体制ではないので、何処までが基礎自治体がやり、どういう事を

広域自治体がやるのかは、色々な行政で図書館も全部作っていますから、色々な行政

で不明確なのでそこの区分は難しいのですが、それとの関係でそうした役割分担とい

うか事務区分と、どうやってこの配分を結びつけるのかということについても、今こ

の審議会では調整をして欲しいと。 

これは色々なところで起きていても結局、国の方の指導でも協議制というか協議を

していくということにしかならないので、当面こうした事で進めるしかないかと思っ

ていますが、私の意見とコメントからすればそういう事で。 

 

金子委員お入りになられたので間に合って助かりました。 
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金子委員御発言できますか。パブリックコメントを踏まえて最終案として県の方で

おまとめ頂いた案につきまして、金子委員の方からコメントなり御意見を頂戴できれ

ばと思います。申し訳ありません説明ではなく書類にお目通しいただいた段階で、御

発言いただくことになりますがよろしくお願いいたします。 

 

＜金子委員＞ 

さっとですけれども見させていただきました。赤字に書き加えていただいたところ

を主に見させていただきました。 

丁寧に組み入れていただいたと感想を持っています。 

パブリックコメントのそれぞれの意見に関しましては、やはり色々な立場でそれぞ

れの皆さん個々の御意見があります。まとめて対応していただいてありますので、私

とすれば今回の報告書（案）としては良くまとめていただいたと思っています。 

宿題としまして課題はまだ残っていると。この後の運用です。宿題として書き加え

ていただいた、例えば各市町村で別個に同じような税を入れたいという市町村との調

整ですとか、それから修学旅行のように免税と言いましたか、免税にするのか或いは

後から補助金のような形で出すのかというようなこと、課題として出していただいて

ありますのでそれはこの後の運用という事で、この報告で行くという事だと思います

ので、今回のこの場の報告書とすれば受け入れていたところでございます。 

 

＜神野部会長＞ 

ありがとうございました。 

 

＜山田委員＞ 

この答申書自体は良いと思います。その上で森委員御指摘の市町村との連携のとこ

ろがありますけれども、個人的な意見としてはこの宿泊税というのは観光振興に成功

して行けば、税収は増えていくという類いのもので、税収を増やすことが目的という

のは本末転倒ではあるのですけれども、アウトカムとしては税収が増えていくという

ことが、宿泊税の使途等の部分が成功していったという事の評価だと思っていますの

で、税収というのは結果としての評価なので、使途を十二分に有効な形で観光政策に

使っていくことが、そうした形に繋がっていくという事をイメージとして意識をして

もらいたい。 

あと市町村との連携部分も、限られた財源を取り合う考えにしてしまうと、県と市

町村はどう取るかみたいな話になるのですが、結果的に市町村にそこを任せた方が、

そこの市町村の観光振興は上手くいって、それは結局市町村が 100％取る訳ではなく

て、その何割かは県税としても還ってくる訳ですから、最終的には県税も宿泊税も延

びていく。それが最終的に評価としては長野県の観光施策が上手くいっているという

話になると思うのです。 

他の北海道さんも同じようなペースで議論を進めていますし、私が聞いている範囲

においては、周辺の県も同じように宿泊税の件は検討進めて行きたいという話は聞い

ておりますので、ある種、これ一回目の時に話をしたと思うのですが、宿泊税という
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のは取ったら勝ちではなく、この次長野県が求められているのは、この宿泊税という

ものがあることを前提にどういう合理的で戦略的な観光施策を展開していくのかが本

当の次のスタートになって来ると思っているので、それができるような使途の決定で

あったり、あとは使ったものに対する評価であったりというようなことを考えて行っ

ていただきたいですし、市町村との連携といったところについても、お金の取り合い

の話ではなく、ある種の役割分担として戦略的にその方が有効だというところの部分

で上手く折り合って、調整をしていただけると他県にはない形での長野県の強さとい

うものが出てくると思います。 

今の税収見込みで見ると、北海道は税率（税額）を下げた関係があるので、ほとん

ど北海道と同じぐらいの税収見込みになっています。 

そうなると、これから用意スタートになった時に北海道が上手くやっていくのか、

長野県が上手くやっていくのかという話になっていく訳です。 

なのでそういうような意識を持って今までとの税収とはちょっと違う、我々がやは

りその能動的な取り組みによって、観光は右に行ったり左に行ったりするところがあ

りますので、そういうところとリンクしている税収でこれは増やしてゆく、それが評

価だという意識を持っていただけるとよいかと思います。 

 

＜神野部会長＞ 

ありがとうございます。金沢委員どうぞ。 

 

＜金澤委員＞ 

すみません。山田委員の御意見は、ごもっともと思う部分が８割ぐらいですけれど

も、あまり税収税収と言うと民間の稼ぎみたいな話になって、本来これは始めと終わ

りにということで世界水準ということを、わざわざ付けて環境整備してその環境の中

で民間が動きやすくすることが一番良いことだと私は思っていて、結果としてそのお

陰で税収は上がっていくと思うのです。 

山田委員はそう言っているのかと思うのですけれども、今の発言だけで言うと、ど

うしても宿泊税の収入が上がる方向に政策を切られると、少し違うと聞いていて思っ

たのであえて発言させていただきました。 

 

＜神野部会長＞ 

ありがとうございます。どうしましょう。あまり委員の方にお待ちいただくのも、

心苦しいので多くの委員の方々の御意見を頂戴して、もしも問題がなければ一応一先

ずこの検討部会としての答申（案）とさせていただいた上で、山田委員からも御指摘

がありましたように、ここでの議論というようなものが、上にある長野県観光振興審

議会に私の方から御報告申し上げますが、その時にそこではあまり説明はできないか

もしれませんけれど、ここでのどうしてこういう議論に至っているのかということが

理解していただいて、その後の政策実現に向けた議論に、次のステップに進めるよう

に努力して行くということを踏まえて、一応これでまとめさせていただいて長野県観

光振興審議会の方に御報告させていただくという事でよろしいですか。 
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どうもありがとうございました。それではそうさせていただきますし、委員の皆様

方の御協力でどうにかまとめ上げることができたことに深く感謝いたします。 

ただ宿題と言いましょうか、残された課題が非常に多くて、大きな問題では使い道

というかをどうするかということを、関係者の参加の元にと言った方がよろしいです

か森委員の御意見からすれば。 

それともう一つの大きな問題はやはり、その他の税の時に御議論あるような基礎自

治体と言いましょうか、市町村と都道府県との財源と役割というか事務区分との調整

の問題が残されているので、これについては適切にやっていただく。執行の方も適切

にやっていただくという事をお願い申し上げる。ということが付け加えられていると

いうことが私の理解ですので、これを持ってこの検討部会としては世界水準の山岳観

光を実現すべく、財源としては自主財源、税の財源が良く、しかもその自主財源でも

消費行為税と言いましょうか、直接消費税としての宿泊税をデザインするという方向

を答申させていただければと思っています。 

あと矢ケ崎委員からも御指摘がございましたけれども、これは何より県民のためで

すので、長野県が発展して行くための施策であります。 

長野県全体の施策の中に、明確に観光政策及び私どもが検討した財源の問題を位置

付けていただいて、長野県の県民がウエルビーイングというか幸福になれるような施

策に向かって、山登りで言えばベースキャンプを一応築いてもらって山頂を目指して

努力していくということを期待するという事かと思います。 

現在県民の理解で、あと手続きの面もなるべく県民の意見、県民の参加というお話

がありましたので、説明責任、アカウンタビリティ、最後の審判の時の言い訳なので

すが、県民への説明が一番重要で、そのことを肝に銘じながら進めていただければと

思います。 

今年は特に厳しい年で、私たち日本は大きな災害でスタートしたのですけれども、

今後私が関連している環境から何から全部、これから海外から様々な津波のような問

題が投げ掛けられて来ると、あまり日本では重視されていませんが６月には EU の選

挙が有って、これは皆さん御存じの通り、このまま行くと極右政党が急速に伸びてく

ることが予測されています。 

それから 11 月に御存じの通りアメリカの大統領選挙が有って、これがどうなるか

と私達はこの時代は、世界の隅々までに影響力が全部及ぶわけです、こういったこと

が。 

なので、私達、つまり長野県民がここで、本当に安心してウエルビーイングを追求

できるような県にしてゆくために、しっかりした行政が展開されることが重要で、そ

のための一環としてこれも位置付けられるということを期待しています。 

という事で締めさせていただきたいのですが、今せっかく小林委員が来ていただい

ているので申し訳ありません。一応最終案で小林委員お出でになるまで皆さん方から

御了解いただきましたので、これでまとめるという事で、結論を綴っていただいて、

その後私の方から上位の審議会の方に御報告させていただきますという事で、委員の

皆さんに御了解いただきましたけれども、御意見賜ればと思います。 
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＜小林委員＞ 

ありがとうございます。遅れて申し訳ありません。ありがとうございます。 

すみません事前に報告書の案を見させていただきましたけれども、パブリックコメ

ントを踏まえて、またこの中で何回か議論したことを踏まえて、細かく点検がなされ

ていましたので、そういう事を含め導入の際にはしっかりと、また皆さんが納得いく

ような形で導入していただければ。 

特に報告書の内容について私の方から申し上げることはございません。 

 

＜神野部会長＞ 

ありがとうございます。余計な事ですけれども様々な地域で今観光問題と一括して

関連する事として公共交通の問題、非常に大きな問題になっていますので、いずれ長

野県等々についても、観光はすべての行政と結びつきますので交通の問題など含めて

検討してことにならざるを得ないと思っておりますのでよろしくお願いします。 

 それでは一応、委員会として御理解いただいて、審議会の方へ、この案で御報告申

し上げると御了解いただきましたのでよろしいですか。これで締めさせていただいた

上で事務局の方へ司会を返します。 

 

（3）その他 

＜小林課長＞ 

ありがとうございました。それではその他というところでございます。今後のスケ

ジュールの確認をさせていただきます。県の観光振興審議会は今月中に開催をいたし

まして、日程は今調整をしております。審議会として本日の御議論を踏まえて、知事

の方へ答申という形で今予定をしておるところでございます。 

 また、その答申を踏まえて今後具体的な制度設計に向けて、今まで頂戴した御意見

を踏まえながら引き続き関係者、県民の皆様と様々な御意見を頂戴しながら、より具

体的な制度設計を今後引き続き検討して行くことになるという事でございます。この

様な形で進めさせていただきたいと思います。 

 それでは私の方からは以上でございます。神野部会長はじめ委員の皆さまありがと

うございました。 

 

＜神野部会長＞ 

いずれにしても、委員の皆様方には私も心もとなくて申し訳なかったですけれども、

御協力本当にありがとうございましたと言う事と、事務局の尽くしがたい御努力をい

ただきました。 

感謝を申し上げたいと思います。それでは一応締めといたします。 

 

 

 

３ 閉会 
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＜金井部長＞ 

最後にすみません私の方から御礼の御挨拶させていただきたいと思います。 

神野部会長はじめ委員の皆様方には、本当に 10 月から短期間で非常に重い御議論

を重ねていただきまして誠にありがとうございます。 

今回の報告書につきましては、このあと今月中に今月下旬に開催される予定の観光

振興審議会の方に報告させていただきまして、一旦そこで内容について御議論いただ

いたあと、答申案としてまとめまして、知事の方へ答申するという流れで持って行き

たいと思います。 

報告書の内容につきましては、本当に皆様方からの御意見いただきまして充実した

ものになっておるかと思います。 

ただ一定程度県の方に任された部分もございますので、我々関係者の皆様方、県民

の皆様方に丁寧に御説明、御意見いただきながら責任を持って制度設計して参りたい

と思っています。 

その過程においても皆様方のお知恵をお借りする場面もあるかと思いますがその様

な場面では引き続きお力添えいただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいた

します。 

 最後に皆様方のますますの御活躍と御健勝をお祈りいたしまして、感謝の御挨拶と

させていただきます。どうもありがとうございました。 

 

＜神野部会長＞ 

どうもありがとうございました。 

 

＜小林課長＞ 

 以上をもちまして、長野県観光振興財源検討部会を終了させていただきます。本日

は、ありがとうございました。 


